
資料１ 

 

令和３年度青梅市子ども・子育て会議委員名簿 

 

区    分 役職名 氏名 

学識経験者 明星大学特任教授 奥田 晃久 

子どもの保護者 
 中村 明子 

 野口 綾乃 

事業主代表 嶋﨑税務会計事務所所長 嶋﨑 雄幸 

労働者代表 
青梅商工会議所 

事業部部長 
池田 政教 

子

育

て

支

援

に

関

す

る

事

業

に

関

係

す
る
者 

保育所の代表 

青梅市保育園理事長会副会

長 
高木 博康 

青梅梨の木保育園園長 宮川 美子 

幼稚園の代表 青梅幼稚園園長 横山 牧人 

小学校の代表 青梅市立成木小学校校長 荒井 雄一 

学童保育の代表 

青 梅 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成

事業者連絡会会長 

株式会社モアスマイルプロ

ジェクト経営担当 

空野 竜雄 

子育て支援事業者の

代表 

特定非営利活動法人 

青梅こども未来副代表理事 
栗原 久美子 

民生児童委員の代表 
青梅市民生児童委員合同

協議会理事 
関山 利行 

 



○青梅市子ども・子育て会議条例 

青梅市子ども・子育て会議条例 

平成25年６月20日 

条例第23号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項の規定にもとづき、青梅市子ど

も・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 子育て会議は、青梅市長（以下「市長」という。）の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査審議し、答申する。 

(１) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 

(２) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 

(３) 青梅市が定める子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項および当該施

策の実施状況に関すること。 

（委員） 

第３条 子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、12人以内をもって組織する。 

(１) 学識経験者 １人 

(２) 子どもの保護者 ２人以内 

(３) 事業主を代表する者 １人 

(４) 労働者を代表する者 １人 

(５) 子育て支援に関する事業に関係する者 ７人以内 

２ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

（会長および副会長） 

第４条 子育て会議に、会長および副会長を置く。 

２ 会長および副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 子育て会議は、市長が招集し、会長が議長となる。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（意見の聴取等） 

第６条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、または資

料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 子育て会議の庶務は、子育て推進担当課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に

諮って定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわらず、平

成27年３月31日までとする。 


